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○２学期が始まって３週間が経ちました。コロナの影響がまだまだ収まらないところもありますが、子ども

たちはいつもと変わらず日々の教育活動にしっかり取り組んでいます。先日県教委の先生と、別日に市教

委の先生が来校した際、「これだけの規模で学校全体が落ち着いているのは素晴らしいことですね。」と

全く同じお褒めのお言葉をいただきました。いつも思いますが、これは子どもたちの頑張り、先生方の熱

意はもちろん、保護者の皆様の支え、地域の方々の励ましのおかげです。本当にありがとうございます。 

○さて、いよいよ今週から運動会に向けての特別日課が始まりました。きっと各ご家庭では「こんなダンス

をするんだよ」「今日はこの練習をしたよ」「今年は優勝したいな」…等々日々話題に上っていることと

思います。やはりこの運動会は、全校が一つの目標に向かって大きな力を発揮し、それをやり遂げること

で大きく成長できるとても大切な行事の一つです。１日に２時間、多い時には３時間練習をする日もあり

ます。低学年は小さな体を精一杯大きく使って…、中学年は全ての動きを規律正しくかっこよく…、そし

て高学年は全校のお手本となるべく気合いを入れて…それぞれ頑張っています。ちょうど明日から３連休

です。ここで一息ついて、来週から本番に向けてぜひ各ご家庭でも子どもたちの背中を押していただけれ

ばと思います。 

○なお、コロナの感染状況がまだまだ心配ですので、運動会当日は一昨年度・昨年度と同様、保護者の皆様

の観覧につきましては制限を設けさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが、現状をご理解いただき

ご協力をよろしくお願いいたします。（詳細は通知をご確認ください。） 

 

 

＊かしこく なかよく げんきよく＊ 

＊あいさつ へんじ  

せいりせいとん そとあそび＊ 
～友情の輪を広げよう みんな輝く池田小～ 

PTA理事会のご報告 

○９月２日（金）第３回 PTA 理事会が行われました。いつもお仕事終わりのお疲れのところ、また夕

飯時の慌ただしい時間帯にお集まりいただき、本当に感謝です。 

○主な内容は、各学年・専門部からの報告、夏休みの反省、運動会、文化祭でした。 

○特に運動会につきましては、昨年・一昨年同様、保護者の皆様のご協力なくしては成り立ちません。

これを受けて１３日（火）には役員の方々にお集まりいただき、当日の役割について確認をしました。

また、その後研修部の方のみお残りいただき、文化祭の打ち合わせも行いました。こちらもお忙しい

中お集まりいただきましてありがとうございました。 

○さらに、１５０周年記念式典につきましても、役員の皆様にご協力をお願いしているところです。 

○様々な面でご足労をいただきますが、全ては子どもたちのより良い成長に繋がっていきます。ぜひご

協力をよろしくお願いいたします。 

テントや放送設備も準備万端…。 グランドにはたくさんのラインが…。 

本番で使用す

る用具も着々

と集められ…。 



９月１０日（土）は中秋の名月でした。我が家からもちょっと遅い時間ではありました

が、大きな満月を見ることができました。また、ここのところ夜になるとスズムシの「リ

ーンリーン…」という鳴き声、コオロギの「コロコロコロ…」という鳴き声、マツムシの

「チンチロリンチンチロリン…」（これは文部省唱歌に出てくる鳴き声 

で、実際には「ティッティリリッ」「ピッピリリッ」と鳴くそうです…）といった鳴き声が窓 

の外から賑やかに聞こえてきます。こういった季節を感じる瞬間はとても心が安らぎます。忙 

しさに追われているからこそ、こうした時間を大切にしたいですね。 

 さて、２学期より校長室の掃除が６年１組に代わりました。本当に立派な掃除です。今学期 

の生徒指導上の重点項目である「無言清掃」が徹底されています。こうした最上級生の態度が 

下級生のお手本となり、より良い池田小学校を創り上げています！ 

 

 

 

 

 

 

 

＊ホームページにも掲載しております。是非ご覧ください。 

 

◆新型コロナウィルス感染症に係るお知らせとお願い◆ 
 

○今週に入り、学校ではコロナ関係についてはだいぶ落ち着いてきました。保護者の皆様にはその都

度丁寧にご連絡をいただいたり、またあんしんメールを確認していただいたりとご協力ありがとう

ございます。 

○しかし、世間的に見てもまだまだ予断が許される状況ではありません。まずは運動会が予定通りに

できることを願って、日々熱中症対策と並行して、感染症対策を徹底しているところです。 

○前回の学校便りでは濃厚接触者の待機期間の見直しについてお知らせしましたが、この度既に報道

でご存じの方もいらっしゃると思いますが、国から感染症の患者に対する療養期間等の見直し基準

が新たに示されました。それを受けて県教委、市教委からの指示の基、学校での対応につきまして

以下に示しますのでご確認ください。 

 

～患者に対する療養期間等の見直し等について～ 

■有症状患者の療養期間 

  発症日から１０日間 → 発症日から７日を経過し、かつ、症状軽快後２４時間経過した場合に

は、８日目から解除を可能とする。 

■無症状患者の療養期間 

  検体採取日から７日間（従来から変更なし） 

   → 加えて、５日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、６日目に解除を可能 

とする。 

◎これを受け、市内各小中学校では、療養解除となった日から、登校することを可能とします。ただ

し、有症状患者については１０日間が経過するまで、無症状患者については検体採取日から７日間

が経過するまでは感染予防行動の徹底が求められていますので、次の点に留意してください。 

【留意点】 

  ・お子さん及びご家族の健康状態の確認を引き続き毎日お願いします。 

  ・マスクは必ず着用させてください。 

  ・熱中症や呼吸苦のリスクを総合的に考え、体育は見学とします。 

  ・心配であればこれまで同様１０日間（無症状７日間）の療養を選択肢としてお考えいただいて

も結構です。 

  ・療養期間が終わっても、体調が回復途上にある場合は、回復後に登校させてください。 

 

 

 

 

 

 

 

○コロナに係り、心配なことや不明なこと等ありましたら、

遠慮なく学校にお問い合わせください。 

二酸化炭素濃度測定器を購入しました。

市教委からもいただきました。各クラス

や特別教室等全ての教室に設置しまし

た。これを見ながら、さらに換気の徹底

を行っています。 


